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税務訴訟資料 第２７４号（順号２０２４－８） 

 

 東京地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号 差押債権取立請求事件 

 国側当事者・国 

 令和６年４月９日認容・確定 

 

    判    決 

 原告          国 

 同代表者法務大臣    小泉 龍司 

 同指定代理人      濱辺 希 

 同           北原 精一 

 同           柿原 信太郎 

 被告          Ｙ株式会社 

 同代表者代表取締役   Ａ 

 同訴訟代理人弁護士   寺本 吉男 

 

    主    文 

 １ 被告は、原告に対し、３４０万円及びこれに対する令和５年４月２０日から支払済みまで年

３％の割合による金員を支払え。 

 ２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

 ３ この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。 

 

    事実及び理由 

 第１ 請求 

    主文同旨 

 第２ 事案の概要 

    本件は、原告が、Ｂ株式会社（以下「滞納会社」という。）が法人税を滞納したため、国税

徴収法（平成１６年法律第８８号による改正前のもの。以下同じ）４７条１項、７３条１項

に基づき、滞納会社が被告に対して有する預託金返還請求権を差し押さえ、同法７３条５項、

６７条に基づき、その取立権を取得したと主張して、被告に対し、滞納会社と被告との間の

ゴルフクラブ会員契約による預託金返還請求権に基づいて、預託金３４０万円及びこれに対

する催告の後の日である令和５年４月２０日から支払済みまで民法所定の年３％の割合によ

る遅延損害金の支払を求めた事案である。 

  １ 前提事実（末尾に認定根拠となる証拠等を掲記した事実のほかは、当事者間に争いがない。） 

  （１）被告は、ゴルフ場の建設及び経営等を目的とする株式会社であり、「Ｃ」という名称のゴ

ルフ場（以下「本件ゴルフクラブ」という。）を経営している。 

  （２）滞納会社は、昭和５８年４月４日及び同月６日、被告に対し、本件ゴルフクラブの入会預

託金として合計３４０万円を預託し、同日、被告との間で、本件ゴルフクラブの会員契約を

締結し、ゴルフ場及び付属施設の優先的利用権並びに預託金返還請求権（以下、これらを併

せて「本件ゴルフ会員権」という。）を取得した。 



2 

 

  （３）昭和６３年８月１２日時点の本件ゴルフクラブの会則第８条には、「預託金は、預託形式

とし、利子および配当金は付さない。預託金は正式開場後１５年間据置き、以後退会者は、

文書により請求し、取締役会の承認を得て返還する。」との定めがあり、その後、同条の定

めは、平成１７年７月７日までに、「入会金は預託形式とし、利子および配当金は付さない。

預託金は平成２４年７月６日まで据置き、以後退会者の文書による請求により取締役会の承

認を得て返還する。」と改められた。 

  （４）本件ゴルフクラブの正式開場日は平成元年１１月１日である。 

  （５）原告は、昭和６３年８月３１日当時、滞納会社に対し、別紙租税債権目録１記載の合計３

４０万９６４５円及び未確定の延滞税に係る租税債権（以下「本件租税債権」という。なお、

本件租税債権の令和５年９月１１日時点での残額は別紙租税債権目録２記載のとおりであ

る。）を有していたところ、昭和６３年８月３１日、本件租税債権を徴収するため、国税徴

収法４７条１項及び７３条１項に基づき、滞納会社が被告に対して有する本件ゴルフ会員権

を差し押さえ（以下「本件差押え」という。）、同日頃、本件差押えに係る差押通知書が被告

に到達した。 

（甲２、３、６、８、弁論の全趣旨） 

  （６）原告は、平成１８年１月１７日頃、被告に対し、同月付け「預託金の返還請求通知」と題

する書面（乙１。以下「本件通知」という。）により、本件ゴルフ会員権の据置期間を経過

したとして、本件預託金の返還を請求する旨通知した。 

（乙１、弁論の全趣旨） 

  （７）原告は、令和５年３月１６日、被告に対し、本件ゴルフクラブについての同月１４日付け

「退会届」と題する書面（甲９の１。以下「本件退会届」という。）を送付し、滞納会社に

ついて本件ゴルフクラブを退会するとともに、国税徴収法６７条１項に規定する取立権に基

づいて解約権を行使し、本件預託金の返還を請求する旨通知した。 

（甲９の１、９の２） 

  （８）原告は、令和５年４月６日、被告に対し、同月５日付け差押債権支払催告書（甲１０の１）

を送付し、同月１９日を期限として本件預託金の返還を請求する旨通知した。 

（甲１０の１、１０の２） 

  （９）原告は、令和５年９月２８日、本件訴訟を提起した。 

（顕著な事実） 

  （10）被告は、令和５年１２月１９日の本件第２回口頭弁論期日において、滞納会社の被告に対

する本件預託金の返還請求権（以下「本件預託金返還請求権」という。）につき、消滅時効

を援用する旨の意思表示をした。 

（顕著な事実） 

  ２ 争点 

  （１）本件預託金返還請求権の消滅時効の成否等（本件預託金返還請求権の消滅時効の起算点、

被告による消滅時効の援用の可否） 

  （２）本件訴訟において本件租税債権の存否を争うことの可否等 

  （３）被告の滞納会社に対する未納年会費債権を自働債権とする相殺の可否 

  ３ 争点についての当事者の主張 

  （１）争点（１）（本件預託金返還請求権の消滅時効の成否等）について 
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    【被告の主張】 

    ア 本件預託金返還請求権は、据置期間経過後、退会によって具体的な権利となるところ、

原告は、平成１８年１月１７日頃、被告に対し、退会届と判断できる内容の本件通知をし

たから、本件預託金返還請求権の消滅時効は、権利行使が可能となった同日から進行する

こととなり、平成２３年１月１７日あるいは平成２８年１月１７日に消滅時効が完成した。 

    イ 被告が本件預託金返還請求権に係る債務の承認をしていると原告が主張する文書は、い

ずれも、直接的かつ明示的に債務承認を認めた文書ではない。また、被告が債務承認と受

け取られかねない回答を繰り返したのは、本件差押えにより本件預託金返還請求権自体が

消滅時効にかからないと誤解したことによるから、錯誤による無効ないし取消しを主張す

る。 

    【原告の主張】 

    ア 滞納会社に係る本件ゴルフクラブの退会の意思表示は、本件退会届をもって行われたか

ら、本件預託金返還請求権の消滅時効の起算日は本件退会届が被告に到達した日の翌日で

ある令和５年３月１７日となり、本件訴訟を提起した時点では、消滅時効は完成していな

い。本件通知には、滞納会社が本件ゴルフクラブを退会する旨の記載はないし、被告は、

本件通知を受領した後も、滞納会社が本件ゴルフクラブを退会していないことを前提とし

た対応をしていたことからすると、本件通知をもって退会の意思表示がされたということ

はできない。 

    イ 仮に本件預託金返還請求権の消滅時効が平成２３年１月１８日頃の経過をもって完成し

たとしても、被告は、平成２５年２月２０日、税務署の徴収職員に対し、本件預託金の返

還が困難な状況にあり、その返還に代えて無償の名義書換え等を提案する書面を提出して

おり、また、平成３０年４月１３日、本件預託金の返還が困難であること等を記載した回

答書を、令和３年２月１５日、本件預託金返還請求権の債務額等を承認する債務承認書を、

令和５年３月２７日、本件預託金の返還は困難状況にあること等を記載した回答書を、そ

れぞれ原告に提出しており、これらによって、本件預託金返還請求権に係る債務の承認を

したから、被告が本件預託金返還請求権の消滅時効を援用することは、信義則に反して許

されない。 

  （２）争点（２）（本件訴訟において本件租税債権の存否を争うことの可否等）について 

    【被告の主張】 

     前記（１）【被告の主張】のとおり、本件差押えにおける被差押債権である本件預託金返

還請求権は、平成２３年に時効が完成して消滅したから、この段階で、差押えの対象が存在

しない以上、本件差押えは無効となり、本件租税債権の消滅時効についての時効中断効は途

切れ、時効が進行することとなり、平成２８年に消滅時効が完成した。 

    【原告の主張】 

     原告は、本件差押えにより本件預託金返還請求権の取立権を取得したものであるところ、

取立権は、執行法上の効果として生ずるものであって、執行債権の実体的存否にはかかわり

がないから、本件訴訟において、本件預託金返還請求権の債務者である被告は、その執行債

権である本件租税債権の存否を争うことはできない。なお、本件租税債権の徴収権の消滅時

効は、本件差押えにより現在も中断している。 

  （３）争点（３）（被告の滞納会社に対する未納年会費債権を自働債権とする相殺の可否）につ
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いて 

    【被告の主張】 

     被告は、滞納会社に対し、令和５年度までの未納年会費合計２７１万１６８０円の支払請

求権を有しているから、原告による本件預託金の返還請求に対し、上記支払請求権との相殺

を主張する。本件差押えは将来債権の差押えであるから、相殺の抗弁が切断される基準時は

差押えの時ではなく、本件預託金返還請求権の発生時とすべきである。 

    【原告の主張】 

     第三債務者が差押え後に取得した債権を自働債権として行う相殺は差押債権者に対抗でき

ないところ、被告の滞納会社に対する未納年会費の支払請求権は、最も古いものでも平成元

年１１月１日に支払を請求した平成２年度の年会費に係るものであり、本件差押え後に被告

が滞納会社に対して取得した債権であるから、被告は、原告に対し、同債権を自働債権とす

る相殺をもって対抗することはできない。 

 第３ 当裁判所の判断 

  １ 争点（１）（本件預託金返還請求権の消滅時効の成否等）について 

  （１）被告は、本件預託金返還請求権については、原告が被告に本件通知を送付した平成１８年

１月１７日頃に権利行使することが可能となったから、同日からその消滅時効が進行し、平

成２３年１月１７日あるいは平成２８年１月１７日に消滅時効が完成した旨主張する。 

  （２）そこで検討すると、前提事実（３）～（６）によれば、本件ゴルフクラブの入会預託金に

ついては、所定の据置期間（昭和６３年８月１２日当時の会則によれば、正式開場から１５

年を経過した平成１６年１１月１日までであり、平成１７年７月７日当時の会則によれば、

平成２４年７月６日までである。）を経過した後、会員が本件ゴルフクラブを退会した上で

返還を求めることができるとされているところ、原告は、本件差押えの後の平成１８年１月

１７日頃、被告に対し、本件通知により、据置期間が経過したとして本件預託金の返還を請

求したことが認められる。 

     しかし、原告が被告に送付した本件通知（乙１）には、本件預託金の返還を請求する旨記

載されているにとどまり、滞納会社が本件ゴルフクラブを退会することについては何らの記

載もないこと、被告が令和５年３月２０日頃に原告に送付した回答書（甲１４）には、退会

の手続を説明した上で、同日に退会の申出を受領した旨の記載があり（甲１４、弁論の全趣

旨）、本件証拠上、被告において、本件通知をもって滞納会社が本件ゴルフクラブを退会し

たという取扱いをした形跡は存しないことからすると、原告が本件通知により滞納会社につ

いて本件ゴルフクラブを退会する旨の通知をしたと認めることはできない。 

     そして、前提事実（７）のとおり、原告は、令和５年３月１６日、被告に対し、本件退会

届により、滞納会社について本件ゴルフクラブを退会する旨通知しており、同通知によって

滞納会社が本件ゴルフクラブを退会し、本件預託金の返還を求めることができることとなっ

たと認められるから、滞納会社の被告に対する本件預託金返還請求権の消滅時効は、同日か

らその進行を開始すると認めるのが相当である。 

     そうすると、本件預託金返還請求権の消滅時効は、いまだ完成していない。 

  （３）よって、被告の前記（１）の主張は採用できず、その余の点について検討するまでもなく、

本件預託金返還請求権が時効により消滅したとは認められない。 

  ２ 争点（２）（本件訴訟において本件租税債権の存否を争うことの可否等）について 
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  （１）被告は、本件預託金返還請求権が時効により消滅したから、本件差押えが無効となり、本

件租税債権の消滅時効が完成したとして、本件租税債権が消滅した旨主張する。 

  （２）しかし、原告は、国税徴収法６７条１項に基づき、本件差押えにより差し押さえた本件預

託金返還請求権の取立権を取得するところ、同取立権は同法の効果として発生するものであ

り、租税債権の実体的存否にかかわりはないのであるから、本件預託金返還請求権の債務者

である被告は、同取立権に基づく国税債権の執行手続としての取立訴訟である本件訴訟にお

いて、本件租税債権の存否を争うことはできないと解するのが相当である。 

     また、本件租税債権の消滅時効は、昭和６３年８月３１日以降、本件差押えにより中断し

ているから（平成２９年法律第４４号による改正前の民法１４７条２号）、いまだ時効は完

成していない。なお、前記１に判示したとおり、本件預託金返還請求権について消滅時効は

完成していないし、仮に本件預託金返還請求権が時効により消滅したとしても、それにより

本件差押えが当然にその効力を失うものでもない。 

  （３）よって、被告の前記（１）の主張は失当である。 

  ３ 争点（３）（被告の滞納会社に対する未納年会費債権を自働債権とする相殺の可否）につい

て 

  （１）被告は、被告の滞納会社に対する未納年会費の支払請求権を自働債権として、本件預託金

返還請求権と相殺する旨主張する。 

  （２）しかし、第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押え債権者に対抗

することができないところ（平成２９年法律第４４号による改正前の民法５１１条。令和２

年４月１日以後の原因に基づいて生じた債権を自働債権とする相殺については、同改正後の

民法５１１条１項、２項）、本件差押えは、昭和６３年８月３１日になされたものである一

方（前提事実（５））、被告が滞納会社に対して支払を求める未納年会費は、平成２年度から

令和５年度のものであり、かつ、その支払期限は最も早いもので平成元年１１月１日である

こと（乙４）からすると、被告は、同日以降に滞納会社に対する上記未納年会費の各支払請

求権を取得したと認められる。また、本件ゴルフクラブの年会費は、各年度に会員であるこ

とを条件として発生するものと認められ（弁論の全趣旨）、平成２年度から令和５年度の上

記未納年会費の各支払請求権は、少なくとも、本件差押えより後の原因に基づいて生じたも

のと認められる。したがって、被告は、滞納会社に対する上記未納年会費の支払請求権を自

働債権とする相殺を原告に対抗することはできない。 

     被告は、本件差押えは将来債権の差押えであるから、相殺の抗弁が切断される基準時は差

押えの時ではなく、本件預託金返還請求権の発生時とすべきであるなどと主張するが、独自

の見解であり、採用できない。 

  （３）よって、被告の前記（１）の主張は採用できない。 

  ４ 結論 

    以上によれば、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決す

る。 

 

東京地方裁判所民事第４９部 

裁判官 谷池 政洋 
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別紙 省略 


